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議 案 第 ７０ 号

摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

摂津市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

令和３年１１月３０日提出

摂津市長 森 山 一 正

提案理由

地方税法の改正に伴い、本条例を制定するものである。

摂津市税条例の一部を改正する条例

摂津市税条例（平成１６年摂津市条例第２９号）の一部を次のように改正する。

第１５条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶

養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。

第１９条第１号中「扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親

族に限る。）」を加える。

第２９条第２項中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改め、

同条第６項中「第２条第７項」を「第２条第６項」に、「同条第５項」を「同条第４

項」に、「同条第８項」を「同条第７項」に、「同条第６項」を「同条第５項」に改

める。

第３０条の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者に限

る」に改める。

第４６条第１３項中「第１０条の２の８第２項」を「第１０条の２の８第５項」に

改め、同条第１４項中「第１０条の２の８第３項」を「第１０条の２の８第６項」

に、「同条第４項」を「同条第７項」に改め、同条第１５項中「第１０条の２の８第

５項」を「第１０条の２の８第８項」に改める。

第５５条中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象

扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。

附則第１２条の２中第２５項を第２６項とし、第２４項を第２５項とし、第２３項

の次に次の１項を加える。
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24 法附則第１５条第４６項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

⑴ 第４６条及び附則第１２条の２の改正規定 公布の日

⑵ 附則第６条の改正規定 令和４年１月１日

（適用区分）

２ 改正後の摂津市税条例第１５条第２項、第１９条第１号及び第３０条の３第１項

並びに附則第５条第１項の規定は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。


